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１．はじめに 

 

2000 年の鳥取県西部地震においては，鳥取県によっ

て住宅復興補助金が給付され，個人の住宅再建に対する

経済的補助が制度化された．その後の地震においても，

地震後の住宅再建に対する補助政策は一般化しつつある．

これらの支援金制度が導入された背景として，地震を契

機とした過疎地域のコミュニティ崩壊が危惧されたこと

が挙げられる． 
一方で，今後予想される，大都市圏の地震の防災計

画を考える場合，補助政策の実行可能性や有効性につい

て議論する必要がある．そのためには，これまでに補助

が実施された被災地域において，住宅再建の意思決定要

因を分析する必要があると考えられる． 
本研究では，鳥取県西部地震（2000年），宮城県北

部地震（2003年），新潟県中越地震（2004年）の被災地

において，世帯を対象として実施したアンケートデータ

をもとに，住宅再建方法を決定付ける要因を明らかにす

るため，離散選択モデルの構築を試みる． 
 

２．調査概要 

 

以下に対象 3 地震の際の支援金制度と，被災地

でのアンケート調査の概要を示す． 
・鳥取県西部地震 

2000 年 10 月 6 日に発生した鳥取県西部地震

に際して，鳥取県は被災世帯に対して住宅復興

補助金を支給した．支援金の上限は，住宅建設

（新築）の場合 300 万円，住宅補修の場合 150
万円であった． 
本研究では，日野町，境港市を対象に 2003 年

12 月にアンケート調査を実施し，配布数 965 部，

回収数 371 部（回収率 38.4％）であった． 
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・宮城県北部地震 

2003 年 7 月 26 日発生の宮城県北部地震の際，

宮城県も独自の住宅再建支援金制度を導入した．

宮城県においては支援金の上限が新築 150 万円，

補修 50 万円となっているほか，全壊または半壊の

罹災証明を受けることが支援金給付の条件となっ

ている． 
アンケート調査は，旧矢本町（現東松島市），旧

河南町（現石巻市）を対象に 2004 年 10 月～12 月

に実施した．配布数 814 部，回収数 289 部（回収

率 35.5％）であった． 
 

・新潟県中越地震 

新潟県中越地震では2004年4月に改正された被災者生

活再建支援法が適用されており，新潟県の支援制度と併

せ，半壊以上の罹災証明を受けた世帯に対して支援金が

給付された．支援金額は，年収，世帯主の年齢，罹災証

明内容などにより細分化されている． 
本研究では川口町で2005年8月にアンケートを実施し，

配布数1533部，回収数451部（回収率29.4％）であった． 
 
また，各被災地共通の質問項目を以下に示す． 

 
①築年数 
②事前対策 
（地震保険への加入，JA 共済への加入，耐震診断の受

診，耐震補強の実施） 
③地震による家屋被害の有無 
④地震後の自宅以外への避難生活の有無 
⑤罹災証明の判定（全壊，半壊，一部破損） 
⑥被害発生箇所 
⑦地震後の再建方法（新築，補修，転居，補修無し） 
⑧支援金受給 
⑨支援金制度が無い場合の仮想的再建方法 
（自己負担で新築，自己負担で補修，復旧断念してその

まま居住，町（市）外転居） 

⑩家族構成（世代別構成員人数，主たる収入源） 

 



表１ モデルの説明変数の定義 
説明変数名 説明変数の定義

θ1 θ11
θ2 θ12 築年数 年数
θ3 θ13 地震保険・JA共済への加入 加入=1，未加入=0
θ4 θ14 避難生活の有無 有=1，無=0
θ5 θ15 罹災証明が全壊 全壊=1，それ以外=0
θ6 θ16 構造的破損 基礎・土台・柱・梁の破損有=1，無=0
θ7 θ17 付帯的破損 壁・屋根・風呂等の破損有=1，無=0
θ8 θ18 子供のいる世帯 10歳以下の子供有=1，無=0
θ9 θ19 高齢者世帯 主たる収入源が60歳以上=1，それ以外=0
θ10 θ20 過疎地域ダミー 日野町・川口町=1，それ以外=0

パラメータ
定数項

 

 

３．離散選択モデルのパラメータ推定 

 

(1) モデルの定式化 

本研究では，対象 3 地震の被災地での回収アンケー

トより，有効な回答の得られた全 1062 世帯のデータを

用いて，ロジットモデルのパラメータ推定を行った．実

際の選択と，支援金制度が存在しない状況を想定した場

合の仮想的な選択について，それぞれ以下のように3種
類のモデルを設定した． 
 
実際の住宅再建（モデルI）： 

調査時点で被災地に居住し続けている世帯は，新築

または補修によって住宅を再建した世帯が大半であり，

再建を断念した世帯は少ないものと考えられる．そこで，

実際の住宅再建について「新築」，「新築以外」の2項
ロジットモデルのパラメータ推定を行う．「新築以外」

の世帯の大半は，補修を選択している．以下では本モデ

ルを「モデル I」と呼ぶ（図１左）． 
 
支援金制度がない場合の仮想的な住宅再建 

（モデルII・モデルIII）： 

２．に示したように，本研究の調査においては，支

援金制度が無い場合の仮想的再建方法について尋ねてい

る（質問項目の⑨）．実際に新築を選択した世帯であっ

ても，支援金制度がない場合には補修にとどめたと予想

する世帯も存在すると考えられる．そこで，支援金制度

の有無が世帯の新築―補修の選択に与える影響を分析す

るため，支援金制度がない場合の仮想的な選択肢の「自

力で新築」または「自力で補修」を選択した世帯につい

て，2 項ロジットモデルのパラメータ推定を行う．この

モデルを「モデル II」と呼ぶこととする（図１右上）． 
さらに，支援金制度がない場合，再建を断念する世

帯が生じることも予想される．そこで，支援金制度がな

い場合の仮想的な選択肢として，「自力で新築」，「自

力で補修」，「再建断念（補修なしで居住，転居な

ど）」の三者択一の多項ロジットモデルを定式化し，こ

れを「モデル III」と呼ぶ（図１右下）． 

実際の選択

新築以外
（補修）

新築

モデルI

支援金制度のない場合の
仮想的選択

補修

新築モデルII

再建断念

モデルIII  
図１ 各モデルにおける選択肢 

 

表１に各モデルで用いる説明変数を示す． モ
デル I，モデル II において，パラメータ θ1～θ10 が

正のとき，当該の説明変数は新築を促す要因であ

る．また負のときは新築を抑制する要因である．

モデル III では，θ1～θ10 は「新築」と「断念」の

間の効用差を規定するパラメータであり，θ11～θ20

は「補修」と「断念」の間の効用差を規定するパ

ラメータである．築年数の項を例にとると「新

築」・「補修」の効用差は「(θ2-θ12)×(築年数)」，「新

築」・「断念」の効用差は「θ2×(築年数 )」，「補

修」・「断念」の効用差は「θ12×(築年数)」となる． 
鳥取県が支援金制度を導入した際，過疎地域の

被害の緩和を目的の 1 つとしていた．そこで，過

疎地域における住宅再建の選択の特性を明らかに

するため，「過疎地域ダミー」を導入する．調査対

象とした 3 地震の被災地 5 市町の中で，鳥取県の

日野町と新潟県の川口町は国勢調査において人口

減少が顕著である．そこで，表１に示すように，

日野町，川口町の世帯を 1，その他を 0 とする過

疎地域ダミーを導入し，対応するパラメータを θ10，

θ20 とする． 
 

(2) モデルIのパラメータ推定結果 

表２にモデル I のパラメータ推定結果を示す．パラメ

ータ推定値が正の説明変数は新築の選択を促し，負の説

明変数は新築以外の選択を促す．結果より，以下の点が 



表２ モデル Iのパラメータ推定結果 
説明変数名 パラメータ推定値 ｔ値

θ1 定数項 -3.964 -9.142**
θ2 築年数 0.027 6.820**
θ3 地震保険・JA共済への加入 0.199 0.829   
θ4 避難生活の有無 1.240 4.082**
θ5 罹災証明が全壊 3.501 14.694**
θ6 構造的破損 0.510 1.809* 
θ7 付帯的破損 -0.122 -0.409   
θ8 子供のいる世帯 0.621 2.355**
θ9 高齢者世帯 -1.762 -5.641**
θ10 過疎地域ダミー -1.273 -4.237**

*：10%有意，**：5%有意
的中率：87.1%，尤度比：0.566  

 

表３ モデル IIのパラメータ推定結果 
説明変数名 パラメータ推定値 ｔ値

θ1 定数項 -2.255 -5.554**
θ2 築年数 0.012 3.097**
θ3 地震保険・JA共済への加入 -0.089 -0.342   
θ4 避難生活の有無 0.474 1.716* 
θ5 罹災証明が全壊 2.689 11.077**
θ6 構造的破損 0.552 1.924* 
θ7 付帯的破損 -0.439 -1.465   
θ8 子供のいる世帯 0.319 1.208   
θ9 高齢者世帯 -1.197 -3.867**
θ10 過疎地域ダミー -1.049 -3.877**

*：10%有意，**：5%有意
的中率：85.7%，尤度比：0.485  

明らかとなった． 
・ 「全壊」のパラメータ θ5 は正で有意であり，住宅

の物理的被害の大きい世帯は新築を選択する傾向に

ある．住宅被害が大きい場合避難生活を余儀なくさ

れることから，「避難生活（パラメータ θ4）」も

物理的被害の大きさを示す変数となっていると考え

られる． 
・ 「子供のいる世帯」のパラメータ θ8 は正で有意で

あり，子供を含む世帯は新築を選択する傾向にある．

一方「高齢者のみの世帯」のパラメータ θ9 は負と

なっており，住宅の物理的被害以外に，世帯の家族

構成が住宅再建の選択に影響を与える要因となって

いると考えられる． 
・ 「過疎地域ダミー」のパラメータ θ10 は負で有意で

あり，他の市町と比較して新築を回避する傾向があ

ることがわかる． 
 

(3) モデルIIのパラメータ推定結果 

モデルIIにおいては，全1062世帯のうち，支援金制

度がない場合の仮想的な住宅再建の選択として「自力で

新築」または「自力で補修」を選択した827世帯のデー

タによりパラメータ推定を行っている．表３に推定結果

を示す．モデルIのパラメータ推定（表２）において5%
有意であった「子供のいる世帯」のパラメータθ8が，有

意でなくなっていることが分かる．この結果から，支援

金制度の導入が，子供のいる世帯における住宅新築の選

択を促した可能性が予想される． 

表４ モデルIIIのパラメータ推定結果 
説明変数名 パラメータ推定値 ｔ値

θ1 定数項 -1.709 -4.167**
θ2 築年数 0.013 2.987**
θ3 地震保険・JA共済への加入 0.529 2.012**
θ4 避難生活の有無 0.521 1.845* 
θ5 罹災証明が全壊 1.513 5.718**
θ6 構造的破損 0.557 1.831* 
θ7 付帯的破損 0.092 0.313   
θ8 子供のいる世帯 0.537 1.815* 
θ9 高齢者世帯 -1.309 -4.233**
θ10 過疎地域ダミー -1.315 -4.641**
θ11 定数項 0.442 1.684* 
θ12 築年数 0.002 0.619   
θ13 地震保険・JA共済への加入 0.428 2.466**
θ14 避難生活の有無 0.074 0.388   
θ15 罹災証明が全壊 -1.215 -5.848**
θ16 構造的破損 -0.035 -0.192   
θ17 付帯的破損 0.600 3.281**
θ18 子供のいる世帯 0.283 1.186   
θ19 高齢者世帯 -0.092 -0.493   
θ20 過疎地域ダミー -0.120 -0.623   

*：10%有意，**：5%有意
的中率：67.0%，尤度比：0.284  

 

(4) モデルIIIのパラメータ推定結果 

表４にモデル III のパラメータ推定結果を示す．θ1～

θ10 のパラメータが正の説明変数は新築の選択を促し，

θ11～θ20 のパラメータが正の説明変数は補修の選択を促

す．モデル I，II と比較すると，的中率や尤度比が低下

しており，特に「再建断念」の的中率が低い．パラメー

タ推定結果より，以下の点が明らかとなった． 
・ 「保険・共済」に関するパラメータ（θ3，θ13）はい

ずれも正であり，支援金制度が存在しない場合に保

険・共済が自力での住宅再建に果たす役割は大きい

ものと予想される． 
・ 「全壊」に関するパラメータは，θ5 が正，θ15 が負

となっていることから，住宅が全壊した場合，支援

金がなくとも自力で再建しようとする世帯が存在す

る一方で，再建自体を断念する世帯も生じる可能性

があると考えられる． 
・ 「高齢者世帯」及び「過疎地域ダミー」は，新築に

関するパラメータ（θ9, θ10）は負で有意であるが，

補修に関するパラメータは有意とならなかった． 
 

４．支援金制度の影響に関する考察 

 

本節では，３．のパラメータ推定結果を基に，支援

金制度の影響について考察を行う．２．に述べたように，

支援金制度は，被災後の住宅の新築に対する支援金（住

宅建設支援金）と，被災した住宅の補修に対する支援金

（住宅補修支援金）に大別されることが多い．このうち，

住宅建設支援金の影響を評価するためには，支援金制度

がある状況と，制度がないと想定した状況における，住

宅新築の選択要因を比較する必要があると考えられる． 

そこで，モデルIとモデルIIの結果を比較すると，モ

デルIにおいては，及び子供がいる世帯のパラメータθ8 



0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

実際の選択 仮想的選択

「
新

築
」
を

選
択

し
た

世
帯

の
比

率 全世帯

全壊世帯

子供のいる
世帯

高齢者世帯

 
図２ 実際の選択と仮想的な選択の間の「新築」選択比

率の差 
 

が有意なパラメータとなっている．従って，住宅新築支

援金は，子供のいる世帯の住宅再建方法の選択に影響を

与えた可能性が存在すると考えられる．図２は，実際の

選択（支援金有）と仮想的な選択（支援金無）の間の

「新築」選択比率の差を示している．住宅の物理的被害

の大きい，罹災証明が全壊の世帯において，支援金の有

無の影響が大きくなっている．同時に，子供のいる世帯

においても，一部で住宅再建方法の変更が生じている．

一方高齢者世帯はいずれの選択においても住宅新築を回

避する傾向が強く，住宅新築支援金の影響は小さいもの

と考えられる． 
一方，住宅補修支援金は，世帯の住宅再建断念を回

避することが期待されると考えられる．従って，モデル

IIIの補修－再建断念を規定するパラメータ（θ11～θ20）

が負となっており，住宅再建を断念する傾向のある世帯

にとって，住宅補修支援金の影響はより大きかったと考

えられる．図３より，保険未加入の世帯や，罹災証明が

全壊であった世帯，高齢者世帯，過疎地域の世帯は，住

宅再建を断念する傾向があることから，住宅補修支援金

の効果が大きかったと予想される．ただし，高齢者世帯，

過疎地域の世帯のパラメータ（θ19，θ20）は有意ではな

く，モデルIIIの説明力が他と比較して低いため，より

詳細な検討が必要と考えられる． 

 

５．おわりに 

 
本研究では，近年発生した 3 地震の被災地における

アンケート調査データから，離散選択モデルのパラメー

タを推定し，再建方法の決定要因や支援金制度の影響に

ついて分析を行った．今後は大地震が予想される地域に

おいて，事前にミティゲーション施策を実施した場合の

住宅再建方法の変化などに関する分析を行う． 
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